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（ 開議時刻  １３時３０分 ） 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

あいさつをします。ご苦労様です。 

ただいまから、本日の会議を開きます。 

ただいまの出席議員は、10名です。 

定足数に達していますので、会議は成立しました。 

本日の議事日程は、あらかじめ告示したとおりです。  

これから、本日の議事日程に入ります。 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

本日の会議録署名議員は、葛巻町議会総合条例第 120条の規定により、議長から、１

番、山崎邦廣君及び６番、小谷地喜代治君を指名します。 

次に、日程第２、諸般の報告を行います。 

平成 27年度定期監査の結果が監査委員から提出されていますので、その写しをお手

元に配布しています。ご参照願います。 

以上で、諸般の報告を終わります。 

お諮りします。 

日程第３、議案第 46号、平成 27年度葛巻町一般会計補正予算（ 第３号 ）から、日

程第 16、議案第 59号、公の施設に係る指定管理者の指定に関し議決を求めることにつ

いてまでの 14議案を、一括議題としたいと思います。これに、ご異議ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第 46号から議案第 59号までの 14議案を、一括議題とすることに

決定しました。 

輝くふるさと常任委員会に審査を付託しておりましたので、委員長の審査報告を求め

ます。 

委員長、鈴木満君。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、葛巻町議会総

合条例第 157条の規定により、報告いたします。 

議案第 46号、平成 27年度葛巻町一般会計補正予算（ 第３号 ）、審査の結果、賛成

全員をもって原案可決。 

議案第 47号、平成 27年度葛巻町簡易水道事業特別会計補正予算（ 第２号 ）、審査

の結果、賛成全員をもって原案可決。 

議案第 48号、平成 27年度葛巻町農業集落排水事業特別会計補正予算（ 第１号 ）、

審査の結果、賛成全員をもって原案可決。 

議案第 49号、行政手続における特定の個人を識別するための個人番号の利用及び特

定個人情報の提供に関する条例、審査の結果、賛成全員をもって原案可決。 
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議案第 50号、葛巻町町税条例等の一部を改正する条例、審査の結果、賛成全員をも

って原案可決。 

議案第 51号、葛巻町定住促進住宅条例の一部を改正する条例、審査の結果、賛成全

員をもって原案可決。 

議案第 52号、盛岡市及び葛巻町における連携中枢都市圏の形成に係る連携協約を締

結することの協議に関し議決を求めることについて、審査の結果、賛成全員をもって原

案可決。 

議案第 53号、東京電力株式会社原子力発電所事故に係る和解に関し議決を求めるこ

とについて、審査の結果、賛成全員をもって原案可決。 

議案第 54号、盛岡地区広域消防組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めること

について、審査の結果、賛成全員をもって原案可決。 

議案第 55号、公の施設に係る指定管理者の指定に関し議決を求めることについて、

審査の結果、賛成全員をもって原案可決。 

議案第 56号、公の施設に係る指定管理者の指定に関し議決を求めることについて、

審査の結果、賛成全員をもって原案可決。 

議案第 57号、公の施設に係る指定管理者の指定に関し議決を求めることについて、

審査の結果、賛成全員をもって原案可決。 

議案第 58号、公の施設に係る指定管理者の指定に関し議決を求めることについて、

審査の結果、賛成全員をもって原案可決。 

議案第 59号、公の施設に係る指定管理者の指定に関し議決を求めることについて、

審査の結果、賛成全員をもって原案可決。 

以上のとおり報告いたします。 

平成 27年 12月９日。輝くふるさと常任委員会委員長、鈴木満。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

輝くふるさと常任委員長の審査報告が終わりました。 

お諮りします。 

議案第 46号から議案第 59号までの 14議案は、輝くふるさと常任委員会で質疑を終

わっていますので、質疑を省略し、討論、採決に入りたいと思います。これに、ご異議

ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 

これより、議案第 46号、平成 27年度葛巻町一般会計補正予算（ 第３号 ）について、

討論を行います。討論はありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

これで、討論を終わります。 

これから、議案第 46号を採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

本案に対する委員長の報告は、原案可決です。委員長の報告のとおり決定することに
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賛成の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、議案第 46号、平成 27年度葛巻町一般会計補正予算（ 第３号 ）は、委

員長報告のとおり可決されました。 

次に、議案第 47号、平成 27年度葛巻町簡易水道事業特別会計補正予算（ 第２号 ）

について、討論を行います。討論はありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

これで、討論を終わります。 

これから、議案第 47号を採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

本案に対する委員長の報告は、原案可決です。委員長の報告のとおり決定することに

賛成の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、議案第 47号、平成 27年度葛巻町簡易水道事業特別会計補正予算（ 第

２号 ）は、委員長報告のとおり可決されました。 

次に、議案第 48号、平成 27年度葛巻町農業集落排水事業特別会計補正予算（ 第１

号 ）について、討論を行います。討論はありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

これで、討論を終わります。 

これから、議案第 48号を採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

本案に対する委員長の報告は、原案可決です。委員長の報告のとおり決定することに

賛成の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、議案第48号、平成27年度葛巻町農業集落排水事業特別会計補正予算（ 第

１号 ）は、委員長報告のとおり可決されました。 

次に、議案第 49号、行政手続における特定の個人を識別するための個人番号の利用

及び特定個人情報の提供に関する条例について、討論を行います。討論はありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

これで、討論を終わります。 

これから、議案第 49号を採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

本案に対する委員長の報告は、原案可決です。委員長の報告のとおり決定することに

賛成の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 
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したがって、議案第 49号、行政手続における特定の個人を識別するための個人番号

の利用及び特定個人情報の提供に関する条例は、委員長報告のとおり可決されました。 

次に、議案第 50号、葛巻町町税条例等の一部を改正する条例について、討論を行い

ます。討論はありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

これで、討論を終わります。 

これから、議案第 50号を採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

本案に対する委員長の報告は、原案可決です。委員長の報告のとおり決定することに

賛成の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、議案第 50号、葛巻町町税条例等の一部を改正する条例は、委員長報告

のとおり可決されました。 

次に、議案第 51号、葛巻町定住促進住宅条例の一部を改正する条例について、討論

を行います。討論はありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

これで、討論を終わります。 

これから、議案第 51号を採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

本案に対する委員長の報告は、原案可決です。委員長の報告のとおり決定することに

賛成の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、議案第 51号、葛巻町定住促進住宅条例の一部を改正する条例は、委員

長報告のとおり可決されました。 

次に、議案第 52号、盛岡市及び葛巻町における連携中枢都市圏の形成に係る連携協

約を締結することの協議に関し議決を求めることについて、討論を行います。討論はあ

りませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

これで、討論を終わります。 

これから、議案第 52号を採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

本案に対する委員長の報告は、原案可決です。委員長の報告のとおり決定することに

賛成の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、議案第 52号、盛岡市及び葛巻町における連携中枢都市圏の形成に係る

連携協約を締結することの協議に関し議決を求めることについては、委員長報告のとお
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り可決されました。 

次に、議案第 53号、東京電力株式会社原子力発電所事故に係る和解に関し議決を求

めることについて、討論を行います。討論はありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

これで、討論を終わります。 

これから、議案第 53号を採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

本案に対する委員長の報告は、原案可決です。委員長の報告のとおり決定することに

賛成の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、議案第 53号、東京電力株式会社原子力発電所事故に係る和解に関し議

決を求めることについては、委員長報告のとおり可決されました。 

次に、議案第 54号、盛岡地区広域消防組合規約の一部変更の協議に関し議決を求め

ることについて、討論を行います。討論はありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

これで、討論を終わります。 

これから、議案第 54号を採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

本案に対する委員長の報告は、原案可決です。委員長の報告のとおり決定することに

賛成の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、議案第 54号、盛岡地区広域消防組合規約の一部変更の協議に関し議決

を求めることについては、委員長報告のとおり可決されました。 

次に、議案第 55号、公の施設に係る指定管理者の指定に関し議決を求めることにつ

いて、討論を行います。討論はありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

これで、討論を終わります。 

これから、議案第 55号を採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

本案に対する委員長の報告は、原案可決です。委員長の報告のとおり決定することに

賛成の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、議案第 55号、公の施設に係る指定管理者の指定に関し議決を求めるこ

とについては、委員長報告のとおり可決されました。 

次に、議案第 56号、公の施設に係る指定管理者の指定に関し議決を求めることにつ

いて、討論を行います。討論はありませんか。 
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（ 「なし」の声あり ） 

これで、討論を終わります。 

これから、議案第 56号を採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

本案に対する委員長の報告は、原案可決です。委員長の報告のとおり決定することに

賛成の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、議案第 56号、公の施設に係る指定管理者の指定に関し議決を求めるこ

とについては、委員長報告のとおり可決されました。 

次に、議案第 57号、公の施設に係る指定管理者の指定に関し議決を求めることにつ

いて、討論を行います。討論はありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

これで、討論を終わります。 

これから、議案第 57号を採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

本案に対する委員長の報告は、原案可決です。委員長の報告のとおり決定することに

賛成の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、議案第 57号、公の施設に係る指定管理者の指定に関し議決を求めるこ

とについては、委員長報告のとおり可決されました。 

次に、議案第 58号、公の施設に係る指定管理者の指定に関し議決を求めることにつ

いて、討論を行います。討論はありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

これで、討論を終わります。 

これから、議案第 58号を採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

本案に対する委員長の報告は、原案可決です。委員長の報告のとおり決定することに

賛成の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、議案第 58号、公の施設に係る指定管理者の指定に関し議決を求めるこ

とについては、委員長報告のとおり可決されました。 

次に、議案第 59号、公の施設に係る指定管理者の指定に関し議決を求めることにつ

いて、討論を行います。討論はありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

これで、討論を終わります。 

これから、議案第 59号を採決します。 
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この採決は、起立によって行います。 

本案に対する委員長の報告は、原案可決です。委員長の報告のとおり決定することに

賛成の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、議案第 59号、公の施設に係る指定管理者の指定に関し議決を求めるこ

とについては、委員長報告のとおり可決されました。 

次に、日程第 17、議案第 60号、公の施設に係る指定管理者の指定に関し議決を求め

ることについてを、議題とします。 

地方自治法第 117条の規定により、鈴木満君の退場を求めます。 

（ 鈴木満議員 退場 ） 

本案について、輝くふるさと常任委員会に審査を付託しておりましたので、副委員長

の審査報告を求めます。 

副委員長、姉帯春治君。 

 

輝くふるさと常任副委員長（ 姉帯春治君 ） 

本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、葛巻町議会総

合条例第 157条の規定により、報告します。 

議案第 60号、公の施設に係る指定管理者の指定に関し議決を求めることについて、

審査の結果、賛成全員をもって原案可決。 

以上のとおり報告いたします。 

平成 27年 12月９日。輝くふるさと常任委員会副委員長、姉帯春治。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

輝くふるさと常任委員会副委員長の審査報告が終わりました。 

お諮りします。 

議案第 60号は、輝くふるさと常任委員会で質疑を終わっていますので、質疑を省略

し、討論、採決に入りたいと思います。これに、ご異議ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 

これから、討論を行います。討論はありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

これで、討論を終わります。 

これから、議案第 60号を採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

本案に対する副委員長の報告は、原案可決です。副委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 



８ 

  

したがって、議案第 60号、公の施設に係る指定管理者の指定に関し議決を求めるこ

とについては、副委員長報告のとおり可決されました。 

ここで、鈴木満君の除斥を解き、入場を求めます。 

（ 鈴木満議員 入場・着席 ） 

次に、日程第 18、議案第 61号、公の施設に係る指定管理者の指定に関し議決を求め

ることについてを、議題とします。 

地方自治法第 117条の規定により、姉帯春治君及び辰柳敬一君の退場を求めます。

（ 姉帯春治議員・辰柳敬一議員 退場 ） 

本案について、輝くふるさと常任委員会に審査を付託しておりましたので、委員長の

審査報告を求めます。 

委員長、鈴木満君。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、葛巻町議会総

合条例第 157条の規定により、報告します。 

議案第 61号、公の施設に係る指定管理者の指定に関し議決を求めることについて、

審査の結果、賛成全員をもって原案可決。 

以上のとおり報告いたします。 

平成 27年 12月９日。輝くふるさと常任委員会委員長、鈴木満。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

輝くふるさと常任委員長の審査報告が終わりました。 

お諮りします。 

議案第 61号は、輝くふるさと常任委員会で質疑を終わっていますので、質疑を省略

し、討論、採決に入りたいと思います。これに、ご異議ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 

これから、討論を行います。討論はありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

これで、討論を終わります。 

これから、議案第 61号を採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

本案に対する委員長の報告は、原案可決です。委員長の報告のとおり決定することに

賛成の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、議案第 61号、公の施設に係る指定管理者の指定に関し議決を求めるこ

とについては、委員長報告のとおり可決されました。 

ここで、姉帯春治君及び辰柳敬一君の除斥を解き、入場を求めます。 
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（ 姉帯春治議員・辰柳敬一議員 入場・着席 ） 

次に、日程第 19、議案第 62号、公の施設に係る指定管理者の指定に関し議決を求め

ることについてから、日程第 23、議案第 66号、公の施設に係る指定管理者の指定に関

し議決を求めることについてまでの５議案を議題とします。 

地方自治法第 117条の規定により、議長が除斥となりますので、退場します。 

副議長と交替のため、暫時休憩します。 

（ 中崎和久議長 退場／高宮一明副議長 議長席へ ） 

 

（ 休憩時刻 １３時５４分 ） 

（ 再開時刻 １３時５５分 ） 

 

副議長（ 高宮一明君 ） 

休憩前に引き続き、会議を再開します。 

地方自治法第 106条の規定により、議長の職務を行います。 

お諮りします。 

日程第 19、議案第 62号、公の施設に係る指定管理者の指定に関し議決を求めること

についてから、日程第 23、議案第 66号、公の施設に係る指定管理者の指定に関し議決

を求めることについてまでの５議案を、一括議題としたいと思います。これに、ご異議

ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第 62号から議案第 66号までの５議案を、一括議題とすることに決

定しました。 

輝くふるさと常任委員会に審査を付託しておりましたので、委員長の審査報告を求め

ます。 

委員長、鈴木満君。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、葛巻町議会総

合条例第 157条の規定により、報告します。 

議案第 62号、公の施設に係る指定管理者の指定に関し議決を求めることについて、

審査の結果、賛成全員をもって原案可決。 

議案第 63号、公の施設に係る指定管理者の指定に関し議決を求めることについて、

審査の結果、賛成全員をもって原案可決。 

議案第 64号、公の施設に係る指定管理者の指定に関し議決を求めることについて、

審査の結果、賛成全員をもって原案可決。 

議案第 65号、公の施設に係る指定管理者の指定に関し議決を求めることについて、

審査の結果、賛成全員をもって原案可決。 

議案第 66号、公の施設に係る指定管理者の指定に関し議決を求めることについて、
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審査の結果、賛成全員をもって原案可決。 

以上のとおり報告いたします。 

平成 27年 12月９日。輝くふるさと常任委員会委員長、鈴木満。 

 

副議長（ 高宮一明君 ） 

輝くふるさと常任委員長の審査報告が終わりました。 

お諮りします。 

議案第 62号から議案第 66号までの５議案は、輝くふるさと常任委員会で質疑を終わ

っていますので、質疑を省略し、討論、採決に入りたいと思います。これに、ご異議あ

りませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 

これより、議案第 62号、公の施設に係る指定管理者の指定に関し議決を求めること

について、討論を行います。討論はありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

これで、討論を終わります。 

これから、議案第 62号を採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

本案に対する委員長の報告は、原案可決です。委員長の報告のとおり決定することに

賛成の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、議案第 62号、公の施設に係る指定管理者の指定に関し議決を求めるこ

とについては、委員長報告のとおり可決されました。 

次に、議案第 63号、公の施設に係る指定管理者の指定に関し議決を求めることにつ

いて、討論を行います。討論はありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

これで、討論を終わります。 

これから、議案第 63号を採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

本案に対する委員長の報告は、原案可決です。委員長の報告のとおり決定することに

賛成の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、議案第 63号、公の施設に係る指定管理者の指定に関し議決を求めるこ

とについては、委員長報告のとおり可決されました。 

次に、議案第 64号、公の施設に係る指定管理者の指定に関し議決を求めることにつ

いて、討論を行います。討論はありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 
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これで、討論を終わります。 

これから、議案第 64号を採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

本案に対する委員長の報告は、原案可決です。委員長の報告のとおり決定することに

賛成の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、議案第 64号、公の施設に係る指定管理者の指定に関し議決を求めるこ

とについては、委員長報告のとおり可決されました。 

次に、議案第 65号、公の施設に係る指定管理者の指定に関し議決を求めることにつ

いて、討論を行います。討論はありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

これで、討論を終わります。 

これから、議案第 65号を採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

本案に対する委員長の報告は、原案可決です。委員長の報告のとおり決定することに

賛成の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、議案第 65号、公の施設に係る指定管理者の指定に関し議決を求めるこ

とについては、委員長報告のとおり可決されました。 

次に、議案第 66号、公の施設に係る指定管理者の指定に関し議決を求めることにつ

いて、討論を行います。討論はありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

これで、討論を終わります。 

これから、議案第 66号を採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

本案に対する委員長の報告は、原案可決です。委員長の報告のとおり決定することに

賛成の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、議案第 66号、公の施設に係る指定管理者の指定に関し議決を求めるこ

とについては、委員長報告のとおり可決されました。 

ここで、中崎和久議長の除斥を解き、入場を求めます。 

議長と交替のため、暫時休憩します。 

（ 中崎和久議長 入場／高宮一明副議長 自席へ ） 

 

（ 休憩時刻 １４時０４分 ） 

（ 再開時刻 １４時０４分 ） 
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議長（ 中崎和久君 ） 

休憩前に引き続き、会議を再開します。 

次に、日程第 24、議員派遣の件についてを議題とします。 

お諮りします。 

お手元にお配りしております、議員派遣の件をご覧願います。 

葛巻町議会総合条例第 121条第１項の規定により、議員派遣の件に記載されていると

おり、議員を派遣したいと思います。これに、ご異議ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 

したがって、議員派遣の件については、記載のとおり派遣することに決定しました。 

以上で、本日の日程は全部終了し、本定例会議に付された事件はすべて終了しました。 

お諮りします。 

議事の都合により、12月 10日及び 11日の２日間を休会としたいと思います。これ

に、ご異議ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。  

したがって、12月 10日及び 11日の２日間を休会とすることに決定しました。 

以上で、平成 27年葛巻町議会 12月定例会議を終了します。 

ご苦労様でした。 

 

（ 散会時刻 １４時０６分 ） 


